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函館市高齢者大学亀田校

介護保険制度について

ほくと・ななえ 医療・介護連携支援センター

コーディネーター 社会福祉士 眞嶋史恵（ましまふみえ）



本日の流れ

「住み慣れている地域で安心して自分らしく生活していくために」

～地域包括ケアシステム～

「介護保険サービスを利用するためには」

「利用できるサービス」

「高齢者支援サービス」

「各種相談窓口」



函館市医療・介護連携支援センター
ほくと・ななえ 医療・介護連携支援センター

函館市医師会病院内に
２つのセンターがあります



「住み慣れている地域で安心して自分らしく生活していくために」
～地域包括ケアシステム～

『厚生労働省ホームページから引用』



「住み慣れている地域で安心して自分らしく生活していくために」
～地域包括ケアシステム～

『厚生労働省ホームページから引用』



「介護保険サービスを利用するためには」

【介護保険と高齢者福祉の手き】

要介護認定の申請から結果まで
の流れとその結果により、利用
できる介護保険サービスについ
て知っていただければと思います。

要介護認定の申請については、次
のスライドで詳しくご説明します。

今後の参考にしてください。



介護保険と高齢者福祉の手引き 介護保険 要支援・要介護認定 新規 申請書

主治医（かかりつけ医）～内科だけでなく眼科，
耳鼻科などでも大丈夫です。
かかりつけ医がいることで，介護保険を申請する際，
主治医意見書の作成依頼しやすくなります。
（主治医意見書の作成依頼は事前に連絡が必要）



※ 申請の際に必要となるものは，「介護保険の被保険者証」，「40～64歳の方は医療保険の被保険者証」です。
※ 申請は，本人や家族のほか，地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などによる代行申請も可能です。



🔲 在宅サービス（訪問系）
・訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の生活の場を訪問し、身体介護(食事、
排せつ、入浴等の介護)や、生活援助(掃除、洗濯、買い物、調理等)を行います。
通院等を目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあり
ます。

・訪問入浴
利用者の自宅に浴槽を持ち込み、介護職員と看護職員が入浴の介護を行います。

・訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が利用者の生活の場を訪問し、

リハビリテーションを行います。

・訪問看護
看護師等が疾患のある利用者の生活の場を訪問し、主冶医の指示に基づいて

療養上の世話や診療の補助を行います。

「利用できるサービス」



🔲 在宅サービス（通い系）

・通所介護(デイサービス)
利用者が通所介護施設に通い、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機

能訓練、口腔機能向上サービス等を日帰りで行います。
利用者の生活の場から施設までの送迎も行います。

・通所リハビリテーション(デイケア)
利用者が通所リハビリテーション施設（老人保健施設、病院、診療所等）に

通い、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機能向上の為の機能訓練、
口腔機能向上サービス等を日帰りで行います。



🔲 在宅サービス（泊り系）

・短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特養)等が、短期間の入所を受入れ、入浴、食事等の日常
生活上の支援や機能訓練等を行います。

・短期入所療養生活介護（医療型ショートステイ）
介護老人保健施設、介護療養病棟、介護医療院が、短期間の入所を受入れ、
入浴、食事等の日常生活上の支援や機能訓練等を行います。



🔲 在宅サービス（環境系）

・福祉用具貸与（レンタル）
利用者の希望や生活・心身の状況等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための
援助、取り付け、調整等を行い、福祉用具のレンタルを行います。

・特定福祉用具販売
利用者の希望や、生活・心身の状況等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶため
の援助・調整等を行い、入浴や排せつ等、レンタルになじまない福祉用具の
販売を行います。

・住宅改修費の支給
ご自宅の手すりの取り付けや段差の解消、洋式便器等への取り換えなど、

生活環境を整えるための小規模な住宅改修の費用(上限２０万円まで)のうち、
自己負担分を除いた金額が支給されます。



🔲 地域密着型サービス（訪問系）

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期的な巡回や随時通報への対応等、利用者の心身の状況に応じて、２４時間

３６５日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。また、サービ
スの提供にあたっては、訪問介護員(ホームヘルパー)だけでなく看護師等も連携
しているため、介護と看護の一体的サービスを受けることもできます。

🔲 地域密着型サービス（訪問・通い・泊り系）

・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

利用者の選択に応じ、施設への「通い」を中心とて、短期間の「宿泊」や、
利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な雰囲気の中で、日常生活上の
支援や機能訓練を行います。



🔲 地域密着型サービス（施設入所系）

・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
認知症と診断をされた方が少人数（5～9人）で共同生活をする施設で、

家庭的な雰囲気の中、食事、入浴等の日常生活上の介護や、機能訓練を行います。

・地域密着型特定施設入居者生活介護
指定を受けた、定員29名以下の有料老人ホームや軽費老人ホーム等が、
食事や入浴等の介護、機能訓練等を行います。原則として、施設がある市区町村
にお住いの方が対象です。

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム）

常に介護が必要な方の入所を、定員29名以下で受入れる介護老人福祉施設です。
食事、入浴、排せつ等の日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話を行い
ます。新規入所は原則として要介護3以上の方、施設がある市区町村にお住い
の方が対象です。



🔲 施設・居住系サービス

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
常に介護が必要な方を受入れ、食事、入浴、排せつ等の日常生活上の支援や、

機能訓練、療養上の世話を行っています。新規入所は原則として、要介護３以上
の方が対象です。

・介護老人保健施設
在宅復帰を目指している方の入所を受入れ、自立した日常生活を送ることが

できるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護等を行います。

・介護医療院
長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設で、日常的な医学管理、看取り、

ターミナルケア等の医療機能と、生活施設としての機能等があります。

・特定施設入居者生活介護
指定を受けた、有料老人ホームや軽費老人ホーム等が食事や日常生活上の
介護や機能訓練を行います。



「高齢者支援サービス」



昨年，当センター
に玄関前の除雪に
関する相談があり，
地域包括支援セン
ターへ繋いだこと
がありました。



「相談窓口」

函館市地域包括支援センター

居宅介護支援事業所

函館市保健福祉部高齢福祉課、介護保険課

各病院の医療相談室（地域連携室）…etc

函館市医療・介護連携支援センター

ほくと・ななえ 医療・介護連携支援センター



センターリーフレットと出前講座の紹介

リーフレット 高齢者大学へ
出前講座

老人福祉センター
へ出前講座

お手元にありますので，
ご覧ください（*^_^*）



おわりに・・・

色々お話しましたが，医療・介護の場面でわからない事が多く

あると思います。そんな時に，

『函館市医療・介護連携支援センター』

『ほくと・ななえ 医療・介護連携支援センター』

を思い出していただけると幸いです。

函館市
医療・介護連携支援センター ４３－３９３９

４２－１２３２
ほくと・ななえ
医療・介護連携支援センター



おもいやりのあふれる
地域になることを目指して


